
財務省　令和３年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

各府省からの第１次回答

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

根拠法令等
制度の所
管・関係府

省
団体名

その他（特
記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

管理
番号

提案区分

03_医療・福
祉

B　地方に対
する規制緩
和

48 申請等の手続きが簡素化することにより、申請者の
負担軽減及び記入誤りの減少が見込まれる。また、
市町村担当者の窓口業務の短縮や記入項目の確
認箇所の減少により、事務軽減が図られる。
進達や裁定の時間が短縮され、迅速な国債交付が
見込まれる。

戦後76年が経過し、請求者の多くが高齢者である。請求にあたり、重
複した記載内容（氏名、住所）があるため、申請者の負担となってい
る。また、新型コロナウイルス感染症の影響で、弔慰金請求に限ら
ず、多くの窓口業務が簡素化し、短時間で完了されることが求められ
る。
戸籍の取得については、居住地に本籍がある場合は、弔慰金担当
者が戸籍窓口につなぎ、補助することが可能だが、他県等の場合は
郵便申請となり、申請者の大きな負担となる。

「印鑑等届出書」については、押印廃止につき、
「氏名等届出書」に改められるが、改正後の様
式が「償還金支払場所」、「記名者住所」、「記名
者氏名」を記載するものとなる場合は、請求書
との記載と重複することとなるため、請求書との
一本化を求める。
また、前回受給者と同順位の別の者が請求す
る場合、「戦没者等の死亡当時における戦没者
等と請求者との続柄を証する戸籍」が必要とな
るが、本戸籍は主に戦没者の死亡当時の除籍
謄本であり、請求者によって変動する可能性が
低いため、省略を求める。

戦没者等の
遺族に対す
る特別弔慰
金の請求手
続きの簡素
化

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

財務
省、厚
生労働
省

戦没者の遺族に対
する特別弔慰金支
給法及び戦没者の
遺族に対する特別
弔慰金支給法施行
規則、戦没者等の
遺族に対する特別
弔慰金支給法第五
条第二項の規定に
より発行する国債の
発行交付等に関す
る省令

本提案の目的は、請求者の高齢化に伴う請求負担の軽減である。
不要な個人情報の保持については、書類に工夫を講じて解決する
よう検討いただきたい。例としては、①請求書の記入後に氏名等
届出書に必要な部分のみ写しをとり、氏名等届出書を作成する。
②重複する箇所について複写式の書類とする。③財務省からの第
１次回答のとおり、裁定都道府県が援護システムを利用して、氏名
等届出書を作成する。等の方法が考えられる。
「戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証す
る戸籍」（以下「戸籍」という。）の省略については、ご回答のとお
り、前回請求者と別戸籍となることが想定される。しかし、当市（８
月２日時点）での301件の請求のうち、前回請求者と異なる者から
の請求は27件で、全ての戸籍に戦没者等、前回請求者、今回請
求者が同一戸籍内に記載されていた。このことから、戦没者等及
び前回請求者と別戸籍になることは極めて稀だと考えられ、市町
村で過去の提出戸籍で確認できない場合や、戦没者等の死亡当
時に別戸籍であった申告がされた場合等に限り提出を求めること
とし、原則省略としていただきたい。進達後に都道府県で過去の提
出戸籍で確認できない場合は、市町村から請求者へ戸籍の提出
を求めることで、受給権の有無を確認できると考えられる。
また、過去の提出戸籍の調査については、電子管理等を推進し、
検索の効率化を図ることで都道府県の労力を軽減することも可能
と考えられる。
他都道府県の戸籍を郵便請求する手間から請求を諦める請求者
がいるなかで、高齢化する請求者の労力を軽減し、より多くの戦没
者等の遺族に弔慰を示すために本提案について検討いただきた
い。

【財務省】
請求書には、氏名等届出書の記載事項の他に「戦没者等にかかる情報」、「請求者の生年月日」等を記載する
こととなっている。
提案通り、「氏名等届出書」について、請求書と一本化した場合、請求書（写し）が償還金支払場所で保管され
ることとなり、償還金支払場所である金融機関は、不要な個人情報を保持することとなるため、当該取扱いの
実現は困難。
一方、従来から厚生労働省に提案しているとおり、厚生労働省及び裁定都道府県で使用している援護システ
ムでは、氏名等届出書の記載事項（氏名、住所、償還金支払場所、記号、額面金額等）の情報を保有している
と考えられるところ、裁定都道府県において、当該システムを用いること等により氏名等届出書を作成するとい
う取扱いに変更すれば、請求者の負担軽減、記入誤りの減少、市町村担当者の窓口業務の短縮・記入項目の
確認箇所の減少が図られるものと考えている。
なお、特別弔慰金について、第11回特別弔慰金は、「印鑑等届出書」による手続きであり、「氏名等届出書」
は、第11回特別弔慰金の後続銘柄から使用されることとなるため、今回の提案に厚生労働省が対応可能であ
れば、第11回特別弔慰金の後続銘柄から変更することになると考えている。
【厚生労働省】
請求書には、氏名等届出書の記載事項の他に「戦没者等にかかる情報」、「請求者の生年月日」等を記載する
こととなっている。
氏名等届出書について、請求書と一本化した場合、請求書（写し）が償還金支払場所で保管されることとなり、
償還金支払場所である金融機関は、不要な個人情報を保持することとなるため、当該取扱いの実現は困難。
また、特別弔慰金は、戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年といった特別な機会をとらえ、国
として弔慰の意を表すため、一定範囲の遺族（子、兄弟姉妹等）の先順位者１名に対して支給するものであり、
従来より戸籍により支給順位の確認を行っている。前回受給者とは別の同順位者からの請求の際に、「戦没者
等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍」（以下「戸籍」という。）の省略を認めると、
① 前回受給者が提出した戸籍のみでは、戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者（同順位者）の続
柄を確認できない場合がある（※）こと、
（※）請求者が、戦没者等の死亡当時、改氏婚をしており戦没者等及び前回受給者と別戸籍になっていた場合
など
② また、確認できる場合でも、都道府県において前回受給者が過去に提出した戸籍の調査等を行うのに労力
を要する場合がある（※）こと
（※）前回受給者が特別弔慰金を継続的に支給されていた者で、当該者が戸籍を提出したのは当初請求時
（場合によっては制度創設時である昭和40年）のみである場合など
から、現在は、同順位者からの戸籍の提出を求める形としているところ。
他方で、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」の平成27年の改正法案に対する附帯決議（参議院厚
生労働委員会）において、「特別弔慰金の支給に当たっては、遺族の高齢化等を踏まえ、手続きの簡素化に努
める」べきとされていることも踏まえ、氏名等届出書の取扱を含め、請求手続の簡素化についても戦後80周年
を迎える令和７年に向け検討してまいりたい。

○請求者の多くが高齢者であり、ケースによっては多数の戸籍を用意する必要があるため、請求受付には相当の程度の時間を要している。昨今の新
型コロナウィルス感染症の影響下では、この受付時間の長さは感染症予防上重大な懸念がある。
○請求者の高齢化に伴い、手続きや説明に時間を要している。重複部分の一本化は窓口業務の短縮につながり、請求者の負担を軽減できる。当市も
戸籍の取得については、本籍が他県等の場合に郵便申請することが多く、請求者の負担となっているところがある。
○「印鑑等届出書」と「請求書」の記載内容が同一であることの確認及び異なっていた場合の対応に手間を要していることから、請求書との一本化は有
益であると考える。ただし、「印鑑等届出書」改め「氏名等届出書」は、財務省で使用するものであるため、そのために、請求書を審査庁等でコピーする
ような事務負担が生じないことが一本化の前提である。
○書類の送付先が異なっている（裁定都道府県と償還金支払場所等）ため難しいかもしれないが、関係機関と調整のうえ統一化が可能ならば、請求
者・担当者双方の負担軽減になる。
○弔慰金の請求者の多くは高齢者であり、請求書等必要書類への記載や戸籍等添付書類の準備が負担となっている。また、戸籍の取得については、
居住地に本籍がある場合は、弔慰金担当者が戸籍窓口につなぐなどの支援が可能であるが、他県等の場合は郵送請求となるため、大きな負担となっ
ている。
○請求者はほぼ76歳以上の高齢者であり、請求者の負担軽減、また、手続きが困難であることで請求をあきらめる方がいないよう、手続きの簡素化が
求められる。特に、戸籍関係書類の取得については、他県等に本籍がある場合は郵便申請等となり、高齢の請求者にとって多大なる負担となってい
る。前回請求者と同一人物が請求する場合は、戸籍抄本の提出を求めるのではなく住民票での確認とするなどの請求手続きの簡素化が必要であると
考える。これらの手続きの改善については、実際多くの市民の声も寄せられている。
○国の通知では次回の特別弔慰金から印鑑等届出書が氏名等届出書に変更されるようであるが、請求者の負担軽減からは省略が望ましい。現在、
印鑑等届出書が財務事務所、日本銀行代理店、償還金支払場所（郵便局）の順に送付されているため、これらの機関で不都合がなければ問題はな
い。
○申請手続きの簡素化については合意する。ただし、現在の業務運用における、「印鑑等届出書」・「請求書」については、紙運用自体を抜本的に見直
さない限り、提案の成果は限定的なものになると思慮される。重複記載については、前回受給者限定とはなるが、受付市区町村にて、前回請求情報が
印字出力されるだけでも、請求者の手間は省けるのではないか。
○請求書の記載誤りや必要書類の不足等が多発しており、そのたびに電話等で問い合わせを行っているため、事務が煩雑になっている。また、必要
な戸籍の取得方法がわからない請求者への個別対応にもかなりの事務負担が発生していることから、請求手続きの簡素化が必要であると考える。
○当市においても、記入項目が少なくならないかと請求者から意見をもらうことがある。また、本人の手が不自由で上手に字が書けない場面も散見さ
れたため、書類の一本化をはじめとした、手続きの簡素化は必要と考えている。しかしながら、国と郵便局の２か所に書類を提出している現状の制度で
は、書類を１つにしてしまうと一方は写しを取得するという状況が生まれるため、そういった課題をクリアする方法を検討する必要がある。戸籍を郵送で
取得する場合に、手間がかかり請求者の負担となっていることは感じられるため、できるだけ少ない資料で手続きできるようにする必要があると考え
る。ただし、戸籍を確認しなければ、市の担当者が請求権の有無を判断できず、進達しても書類の補正になる可能性が高くなるため、戸籍の確認方法
を、本人からの提供に頼らないようなシステムに変更するか、個人番号を利用したコンビニ等での取得方法をより簡易化するように改良すべきと考えて
いる。
○提案内容と同様の請求があり、請求者に必要書類の提出を求めた際に、理解を得られにくいことがあったことから、見直しがなされれば、請求者の
負担軽減につながると考えられる。
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税務署からの照会対応に要する時間を削減するこ
とで、その時間を住民への窓口対応等にあてること
ができ、市民サービスの向上につながる。

システム投資について、既存のシステムを活用するなどの工夫を
行うことで一定の投資コストの削減が可能であると思われる。ま
た、地方が被っている対応にかかる時間や費用及び税務署での
照会手続きにかかる時間や費用などと比較考量すれば、費用対
効果の高いものと思われる。国全体で見た行政コストの削減や行
政手続きの効率化を考慮いただき、積極的な検討をお願いした
い。また、システム投資を検討する際には地方自治体や税務署の
意見を聴取し、より有用な情報がやりとりできる仕組みとなる様に
配慮をお願いする。さらに、国の策定する「経済財政運営と改革の
基本方針2020」、「成長戦略フォローアップ」、「規制改革推進に関
する第１次答申の行政手続コストの削減の行政手続き簡素化の３
原則にある行政手続きの電子化の徹底」及びデジタル庁の創設な
どからもわかるように国や地方の行政手続きの電子化は、国全体
の喫緊の課題と捉えられ、今回の提案についてもこれらの課題解
決に資するものと考える。これらのことを踏まえ積極的な検討をお
願いしたい。

税務署等と地方自治体の情報の授受をオンラインで行えば、双方にとって業務の効率化が期
待できる一方、相応のシステム投資を要することから、国税当局と地方税当局で調整の上、検
討を進めていく。

○当市でも税務署からの照会が年間100件以上（電話照会含む。）あり、その対応に負担を感じている。
特に、電話照会が多いが、電話では対応に時間がかかる上、伝達ミス等が発生する可能性が書面等での対応より多いという不安もある。
郵送による照会は日数がかかるため、電話照会を多用されているものと思われるが、電子的な照会手段が整備されれば時間短縮及び正確性の向上
に資するものと考えられる。
○当市では、税務署からの照会が年間150件以上あり、同様に照会対応の時間が削減できれば他の業務に充てることができ、市民サービスの向上に
繋がることから賛同する。
○国税局・税務署からの文書による照会はほぼ毎日のように発生しており、照会年分（年度）についても通常直近３～６年分を照会してくる場合が多
く、世帯状況や勤務先の他、課税資料の写しを求めてくることもあり、国保・介護等の照会と比べて１件あたりの対応に相応の時間と事務量を要してい
る。情報連携システムや国税連携システムの活用等により、課題も多いとは思うが地方公共団体側にも負担がかからないような照会方法を検討して
頂きたい。
【令和２年度の国税局・税務署からの文書照会】
・国税通則法第74条の12：約260件
・国税徴収法第146条の2：約230件
合計約490件…１件あたりの照会に要する時間はおおよそ15～30分程度で、二重確認を行っているので実際には30～60分程度かかることもある。国
保・介護等照会にかかる１件あたりの所要時間は概ね３分（二重確認を行っても６分）程度である。
○当市でも年間100件ほどの照会があり、照会対応に時間を要するため提案内容に賛同します。
○税務署からの課税に関する照会については、確定申告提出時に源泉徴収票の添付義務を無くした結果、所得控除内容が不明であるため、その所
得控除内容に対して市町村への問い合わせが増加している。
また、所得控除内容が不明である確定申告書が課税資料で市民税を賦課する際、所得控除内容が不明であることから、控除内容を確認するために
納税義務者へお知らせを発送し、所得控除内容を確認後、賦課するなど業務量が増加している。
○当市においても、紙ベースの紹介のみで100件を超える照会があり、加えて電話等での紹介もあるので調査等には相当な時間を費やしている。他市
町村からの同様の調査も膨大な量となっているため、税務署の調査に係る事務負担を軽減できれば市民サービスの向上及び時間外勤務を減らすこと
にも繋がる。
○当市においても、税務署からの電話や文書による住民税課税情報等の照会回答に多くの時間を費やしている。
【令和２年度実績】
電話での照会：約500件（１件あたり10分程度）
郵送・窓口での照会：175件（１件あたり５分程度）
⇒年間約5,875分程度費やしている。
○当市においても、年間200件を超える照会を受けており、その対応に多くの時間を費やしている状況である。
○税務署からの電話照会と郵送照会はそれぞれ一日２～３件程度あり、負担を感じている。業務効率化のため、情報提供ネットワークシステムなどの
活用を推進すべきと考えるが、現状の照会はシステム内にデータで持っていない内容であることが多いため、活用することは難しいと思われる。
○【支障事例・制度改正の必要性】
支障事例の件数統計を除き、提案市に同じ。
【求める措置の具体的内容につき付記】
システムを利用する場合、自動応答が可能である等回答する側の地方公共団体の職員の作業が必要ない作りであることを希望する。
○提案市と同様、税務署からの住民税課税情報等の照会は電話及び郵送で行われており、その照会回答に時間を費やされるため苦慮している。
具体的には、電話による問い合わせが年間に100件以上（１件に10分程度）、郵送による照会が年間約200件（１件に30分程度）あり、人口約40万人の
当市において、年間7,000分程度費やしている。
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地方税法第20条の
11
租税特別措置法第
25条

租税特別措置法第25条により免税となった肉用牛
の売却所得がある者を正確に把握することができる
ことから、課税漏れや遡及課税等を防ぐことができ
る等、国民健康保険税の適正な賦課を行うことがで
きる。
国税連携システムで把握ができない情報について、
別途税務署に赴き閲覧等を行う事務負担が大幅に
軽減される。
【求める措置の具体的内容の補足】
（国税連携システムに係るデータ連携書類の拡大
（規制緩和）を求めることは、過去令和元年№113で
既に議論済みと承知している。 本件については、
データでの閲覧を規制されている紙媒体での確定
申告に係る添付資料に基づく情報（特措法適用者
情報）について、国税連携システムによらずに情報
提供を可能にする（または可能であることを明確に
し、協力要請に応じることを改めて周知する）よう求
める提案である。）

国民健康保
険税の賦課
に必要とな
る租税特別
措置法第25
条適用者情
報に関する
税務署から
市町村への
情報提供
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100 租税特別措置法第25条に基づく肉用牛の売却による農業所得の課
税の特例により、所得税及び市町村民税は肉用牛の売却に伴う所
得が免税となるものの、国民健康保険税に関しては当該免税措置の
対象とならない。したがって、国民健康保険税の賦課に際しては、免
税前の所得を把握する必要がある（市町村民税においても均等割の
判定には免税前の所得が基準となる）。
国税連携システムによって、市町村は、①e-Taxにより申告のあった
者については確定申告書のほか、青色申告決算書（農業所得用）等
の添付書類、②紙媒体により申告のあった者については確定申告書
のみを確認できるが、租税特別措置法第25条の適用があったにもか
かわらず、申告書への記載が漏れている事例（②のうち、確定申告
書B第一表の㊶に「免」と記載のないもの及び第二表の特例条文等
欄に「措法25条」と記載のないもの）が、当市ほか共同提案団体でも
見受けられ、国民健康保険税の課税漏れや遡及課税が発生する要
因となっている。
免税前の所得については、国民健康保険税の適正課税だけでなく、
介護保険料の算定にも必要となることから、租税特別措置法適用者
の確実な把握が求められる。
※当市においては、確定申告書B第一表農業収入・所得欄に数字が
あるもの（令和３年1,568件）を確認し、肉用牛所得がある場合は、確
定申告書B第一表㊶に「免」と記載のあるもの、第二表の特例適用条
文欄に「措法25条」と記載のあるもの、前年の確定申告において、肉
用牛免税・免税外所得があったもの等について、税務署に赴き、肉
用牛の売却による所得の税額計算書、収支内訳書等を謄写し把握し
ているが、把握に係る事務が膨大となっている（令和３年35件）。
（参考）当市で発生した遡及課税状況（要因：確定申告書の記載漏
れ）
・平成30年度処理　２件（平成28年度分、平成29年度分）
・令和元年度処理　１件（平成30年度分）
・令和２年度処理　２件（平成30年度分、令和元年度分）

国民健康保険税賦課に必要となるため、地方
税法第20条の11に基づき、市町村が税務署に
対し、関係資料の閲覧等の協力要請を行った
場合に、特別措置法第25条適用者情報につい
ては、適用者リスト等による情報提供に協力す
るよう、事務連絡等によって周知を図る。
※情報提供の仕組みは必ずしも国税連携シス
テムのデータ提供に限らずともよく、税務署で備
える台帳の整備や補完資料の提供等により市
町村が所得把握をしやすくすることを求めるも
の。

有第１次回答を踏まえ、申告書第1表右下税務署整理欄の補完記入
について、当市の過去３年分の紙媒体で提出のあった申告書のう
ち、租税特別措置法第25条適用者の申告書について、H欄を確認
したところ、補完記入漏れが見受けられ、その中には、「○免」及び
「措法第25条」の記入が漏れていて、かつ、H欄が記入されていな
いものも見受けられた。このような状況では課税漏れや遡及課税
はなくならず、適正な課税につながらない（補足資料参照）。
また、何より特例適用者を正確に把握するための確認作業は膨大
で大変苦慮している。税務署から提供された申告書第１表農業収
入・所得欄に数字があるものの中から「○免」及び「措法第25条」
の記載のあるものを確認するほか、記入漏れに備えて、前年申告
で免税となった者等についても「肉用牛の売却による所得の税額
計算書」もしくは「収支内訳書」の確認に必ず税務署へ赴いてい
る。そこまで努めていても「○免」及び「措法第25条」の記入が漏れ
ている特例適用者を把握しきれない事を制度上の問題と認識して
いる。
次に、第１次回答中「当該特例適用の有無を税務署に赴くことなく
確認することが可能である。」とのことだが、現状、紙媒体で確定
申告書の提出を行った者については、このデータ連携で課税に必
要な情報をすべて確認することができないため、「税額計算書」等
の確認に必ず税務署へ赴くこととなり、当初課税時の事務の負担
となっている。
第１次回答において、「e-Tax以外の紙媒体で提出のあった申告書
について、既に地方公共団体側で当該特例の適用者を把握するこ
とができる（略）仕組みが整備されているため、対応しない。」とさ
れているが、以上の状況を十分に勘案していただいた上で、地方
税法第20条の11（事業者等への協力要請）に基づき、市町村から
税務署に協力要請があった場合には、租税特別措置法第25条適
用者については、関係資料の閲覧だけではなく、一覧表等による
情報提供に協力するよう周知徹底することを求めるものである。
適正な国民健康保険税の課税及び市町村の事務負担軽減のた
め、引き続きご検討をお願いしたい。

e-Tax以外の紙媒体で提出のあった申告書について、既に地方公共団体側で当該特例の適
用者を把握することができる以下の仕組みが整備されているため、対応しない。
税務署では提出のあった申告書をデータ入力する前に、肉用牛の売却に関する特例適用者
については、申告書第１表の右下にある税務署整理欄の「H」欄に「１」又は「３」と補完記入す
ることとしている。申告書のイメージデータは地方公共団体にデータ連携しており、申告書イ
メージデータの税務署整理欄「H」欄を確認することで、当該特例適用の有無を税務署に赴くこ
となく確認することが可能である。

○当市では、申告書に「第25条」や「免」の表記がなければ、25条を適用していないものとし課税を行っている。 しかし、 e-Tax以外の申告書について
は職員が一件一件表記がないか確認しなければならず、確実性に欠けた状況である。 農政担当部局の協力のもと、牛農家の一覧と免牛所得の申告
者を照らし合わせるなど、改善を検討しているが、時間がかかる作業であり、毎年の当初賦課業務のルーティンに組み込めていない。
○所得を正確に把握することで適正な国民健康保険料の賦課ができる。
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現在、税務署からの住民税課税情報等の照会は電話、窓口への来
庁及び郵送で行われており、市町村の住民税担当窓口において、そ
の照会回答の対応に多くの時間を費やされ、通常業務を行う時間が
奪われ対応に苦慮している。具体的には、年間に100件以上の問い
合わせがあり、１件に15分程度かかるとして、人口約９万人の当市に
おいて、総合計年間1,500分程度費やしている。

税務署からの住民税課税情報等の照会を、地
方公共団体に負担をかけない方法として頂きた
い。例えば、情報提供ネットワークシステムや国
税連携システムなどを活用した照会など、地方
公共団体が対応に時間をとられないような方法
を検討いただきたい。

税務署から
の住民税課
税情報等の
照会対応に
係る事務負
担の軽減

11_その他B　地方に対
する規制緩
和

49



財務省　令和３年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

１ポツ目

２ポツ目
検討中

刷新後の基幹システムの安定
運用を考慮しつつ、実施予定
時期を検討中。

国から地方公共団体への情報提供に
ついて、令和８年度に国税に関する基
幹システムである国税総合管理（KSK）
システムの刷新及び地方税のオンライ
ン手続のためのシステム（eLTAX）の
更改が予定されているところ、提案の
情報も含めて関係府省とともに検討を
進めている。

今後も必要に応じて打合せを行い、令
和８年度の実現に向けて検討を進め
る。

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答 令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

【広島市】
氏名等届出書については、遺族の高齢化等を踏まえた
手続きの簡素化の観点から、財務省提案のとおり、援護
システムにより出力する取扱いとすることが適当と考え
る。
戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続
柄を証する戸籍についても、厚生労働省回答の課題は
あるが、一度、都道府県が戦没者等の死亡当時の戸籍
を調査し、特別弔慰金受給の遺族の範囲を援護システ
ムで管理すれば、請求者や今後請求が見込まれる遺族
の負担（手続き、経費、時間）の削減となるほか、特別弔
慰金の受付及び戸籍の交付を行う市町村の負担も削減
されることから、改めて検討されたい。
なお、改氏婚等で戦没者等の死亡当時の戸籍で遺族と
確認できない者については、確認に必要な戸籍の提出
を求めると規定することで懸念は解決されるものと考え
る。

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

検討中 令和８年度以降

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
【全国市長会】
提案内容が現行制度下において対応可能であるならば、十分な周
知を行うこと。

―

令和８年度に予定している国税情報シ
ステム（国税総合管理（KSK）システム
と国税電子申告・納税システム（e-
Tax））及び地方税のオンライン手続の
ためのシステム（eLTAX）の刷新・改修
や、地方公共団体の基幹業務等シス
テムの統一・標準化の取組等を踏ま
え、地方公共団体の事務負担を軽減
する方策として、税務署から地方公共
団体へのご指摘の照会については、
原則、オンラインにより実施する方向で
検討を進めるとの結論を得た。

令和８年度のオンライン化開始に向け
て、今後、関係システムの刷新・改修
等を進めるため、必要な予算の確保等
を行う。

５【財務省】
（８）戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭40法100）
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求手続については、遺族の高齢
化等を踏まえ、簡素化する方向で検討し、令和６年度中を目途に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：厚生労働省）

５【財務省】
（４）地方税法（昭25法226）及び租税特別措置法（昭32法26）
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例（租税特別措置法（以下この
事項において「措置法」という。）25条）については、以下のとおりとする。
・国税電子申告・納税システム（e-Tax）以外の方法により提出された所得
税申告書については、措置法25条適用者の場合、各税務署が当該申告書
の税務署整理欄のうち「区分H」欄に「１」（措置法25条適用者）又は「３」（措
置法25条適用者の義務的修正）と補完記入を行うことについて、地方公共
団体における国民健康保険料（税）に係る賦課（課税）事務等の円滑かつ
適正な実施を図る観点から、「確定申告期における事務処理要領」におい
て、当該補完記入に係る事務処理手順を徹底するよう、国税局及び税務署
に周知する。
［措置済み（令和３年10月27日付け国税庁管理運営課長、企画課長、課税
総括課長、個人課税課長、資産課税課長指示）］
・「肉用牛の売却による所得の税額計算書」及び「収支内訳書」に関する国
と地方公共団体との情報連携並びに当該特例適用者の一覧表等による国
から地方公共団体への情報提供については、令和８年度に予定されている
国税に関する基幹システムである国税総合管理（KSK）システムの刷新及
び地方税のオンライン手続のためのシステム（eLTAX）の更改に合わせて、
国及び地方公共団体の間での閲覧事務の更なる効率化の実現に向け、地
方公共団体の意向も踏まえつつ検討し、令和７年度中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：総務省及び厚生労働省）

氏名等届出書は、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」が改正され次期特別弔慰金を支給する場合
（令和７年（戦後80周年）を想定）に使用されるものであるが、次期特別弔慰金の請求手続については、裁定都道
府県において請求書の情報から出力する方法なども視野に入れつつ、簡素化の手段を検討してまいりたい。
また、特別弔慰金の受給権を確認するためには、死亡当時の戦没者等と請求者の続柄を正確に把握することが
必要であるため、前回請求者の同順位者であっても、初めて申請をする場合には、戦没者等の死亡当時の戸籍
を確認することが必要である。
今般、いくつかの都道府県に同順位者の戸籍省略についての質問をしたところ、過去に提出された戸籍の検索
が困難で審査の負担が増す、受付時に同順位者かどうか判断できない、等の実務担当者の意見もあったところ。
また、特別弔慰金の請求手続においては、請求者居住地の市区町村（請求受付等）から居住地都道府県を経て
戦没者等の本籍地のある都道府県に進達されて裁定が行われることとなる。このため、仮に裁定都道府県に戸
籍提出の要否の判断を委ねると、請求者ごとに戸籍の提出要否が異なることとなり、請求受付時や進達時に請
求者、市区町村及び居住地都道府県において混乱を生じる恐れがある。
このため、同順位者の戸籍の提出の省略については慎重な検討が必要と考えている。
しかしながら、特別弔慰金の請求手続き全般において、更なる簡素化は重要であると考えており、「戦没者等の
遺族に対する特別弔慰金支給法」が改正され次期特別弔慰金を支給する場合（令和７年（戦後80周年）を想定）
には、地方自治体及び請求者の負担が軽減するような在り方を検討してまいりたい。

検討中 令和６年度中を目途 厚生労働省において遺族の高齢化等
を踏まえ、簡素化する方向で検討して
いる。

令和６年度中を目途に結論を得る。そ
の結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

税務署整理欄の補完記入漏れが見受けられるとの指摘を踏まえ、各国税局・税務署に対し、改めて事務処理手
順の徹底を注意喚起することとしたい。
また、「肉用牛の売却による所得の税額計算書」や「収支内訳書」のデータ連携や、租税特別措置法第25条適用
者の一覧表等による情報提供への協力については、令和８年度に予定されている国税の基幹システムの刷新と
地方税のeLTAXのシステム更改に際し、国税・地方税双方の閲覧事務の更なる効率化の実現に向け、地方団体
の意向も踏まえつつ、検討してまいりたい。

５【財務省】
（６）国税徴収法（昭34法147）、国税通則法（昭37法66）及び行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
税務署から地方公共団体への住民税課税情報等の照会（国税徴収法146
条の２並びに国税通則法74条の12第１項及び２項）については、令和８年
度に予定している国税情報システム（国税総合管理（KSK）システムと国税
電子申告・納税システム（e-Tax））及び地方税のオンライン手続のためのシ
ステム（eLTAX）の刷新・改修や、地方公共団体の基幹業務等システムの
統一・標準化の取組を踏まえ、地方公共団体の事務負担を軽減する方策を
検討し、令和４年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。
（関係府省：デジタル庁及び総務省）

御提案を踏まえ、既存のシステム（国税地方税連携システム等）を活用することも視野に入れつつ、利用者の意
見も聴きながら関係省庁間で検討を進めていく。
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112 【支障事例】
地方税法第354条の２に基づき、所得税又は法人税に関する書類
は、国税連携システムでデータ連携し閲覧が可能となっている書類
以外は、当該書類を保有する税務署へ臨場し閲覧又は記録をしなけ
ればならないため、現地までの移動に時間や費用を要する場合があ
る。
【制度改正の必要性】
固定資産税のうち、償却資産については、納税義務者に申告義務が
あることから、提出された申告書類を精査し課税額を決定する。申告
内容に疑義が生じた場合、そもそも申告すべき者からの申告がない
場合等には、申告の催促や各種調査等を行う。市町村が推計で課税
することも可能であるが、償却資産は動産であることから、所有者の
特定が難しいこと、課税額の算出は取得価額と取得年によって行うこ
と等から、実務上推計は困難である。当市内に納税義務者の事業所
がある場合等、所得税又は法人税に関する書類を国税連携システム
で確認することができるが、当市内に納税義務者の事業所がない場
合及び納税義務者が個人である場合は、当該納税義務者の所轄税
務署（法人の場合は本店所在地、個人の場合は住所地）へ臨場し
て、所得税又は法人税に関する書類の閲覧を行う必要がある。法人
の本店住所地等が当市近郊であれば、当該本店所在地等の所轄税
務署へ臨場することも可能だが、遠方である場合には、臨場に要す
る時間及び経費の関係から断念せざるを得ず（※）、円滑な地方税
運営に支障が生じており、税負担の公平性が確保できない恐れがあ
る。なお、上記支障事例は、太陽光発電設備、工事現場で使用する
重機、プレハブ等の所有者に多い傾向がある。当市内に太陽光発電
設備を設置した法人（当市内に事業所なし）について、他県に本店等
があることは把握しているものの、臨場を断念せざるを得ず、適正な
課税までに時間を要した事例がある。
※当市においては、このような事例が年間200件程度ある。

固定資産税のうち償却資産の賦課徴収に必要
となる所得税又は法人税に関する書類につい
て
【第一】国税連携システム等の電子的手段を用
いて、市町村が税務署へ臨場することなく閲覧
可能にすること。
【第二】市町村が所轄税務署に臨場すれば、所
轄外（※）の税務署が保有する国税資料につい
ても、電子的な手段等を用いて閲覧可能にする
こと。
※当該市町村を所轄する税務署以外

地方税法第
354条の２に
基づく所得
税又は法人
税に関する
書類の閲覧
方法の見直
し

11_その他B　地方に対
する規制緩
和

調査が効率化され、地方税の税負担の公平性確保
がより確実なものとなる。
市町村における固定資産税（償却資産）の適正課税
及び税収確保が図られる。

北広島
市、恵
庭市

デジタ
ル庁、
総務
省、財
務省

地方税法第354条
の２

令和８年度のシステム更改時に併せて、更なるデータ連携につい
て検討いただけるとのこと、ぜひ実現いただきたい。
上記全般的なシステムの見直しにおいて、求める措置の第一であ
る、固定資産税のうち償却資産の賦課徴収に必要となる書類につ
いて「国税連携システム等の電子的手段を用いて、市町村が税務
署へ臨場することなく閲覧可能にすること」についても検討いただ
けるものと理解しているが、本件提案の趣旨を踏まえ、確実に実
現いただきたい。
求める措置の第二である、「市町村が所轄税務署に臨場すれば、
所轄外の税務署が保有する国税資料についても、電子的な手段
等を用いて閲覧可能にすること」は、当該市町村内に事業所等が
存在せず法人住民税の申告が行われていない法人や、償却資産
の申告が行われていない法人などに対する課税対象の捕捉のた
めの調査について、現行制度では、遠方地の税務署まで直接臨場
し、書類を「閲覧」又は「記録」することしかできず、「提供」を求める
ことはできないことから、当団体だけでも年間数百件もの調査を断
念せざるを得ない状況であることや、税務署への臨場に要する旅
費が１件に対し10万円を超える事例があるなど、償却資産の課税
に大きな支障が生じている状況であることを踏まえ、システムの更
改を待たずして、法令の解釈・運用により対応できる措置について
御検討いただきたい。
固定資産税のうち償却資産の賦課徴収は、登記制度がないことか
ら、納税義務者からの申告によるところが大きく、申告内容に疑義
がある場合及び申告がない場合には、適正に申告いただいている
納税義務者との不公平をなくす観点からも、市町村はできうる限り
の調査を尽くす必要があると認識している。
税務行政運営上、国と市町村は相互に協力して事務の効率化を
図ることが必要とされている中で、国税では、現行制度において、
市町村に対して、帳簿書類その他の物件の「閲覧」又は「提供」を
求めることができるとされており（国税通則法第74条の12）、市町
村までの臨場を求めることなく、資料提供を実施していることなども
御勘案いただきたい。

国と地方団体との申告書等の情報連携については、双方の事務を効率化する観点から、国・
地方間での申告書等データの連携を推進してきたところである。
また、固定資産税の償却資産に係る賦課徴収において、所得税又は法人税に関する書類を
閲覧する必要がある場合には、地方税のオンライン手続のためのシステムであるeLTAXを経
由すれば、国税から連携された電子申告書等データを地方団体において電子的な閲覧が可
能となっている。
このため、国税・地方税双方の電子申告の利用率向上を図ることが重要であり、電子申告の
利用促進やシステムの利便性向上を引き続き図っていくこととしている。国税の基幹システム
の刷新と地方税のeLTAXのシステム更改が令和８年度に予定されており、それを踏まえて、書
面提出された書類に関するデータの連携など、閲覧事務の更なる効率化について、検討して
まいりたい。
なお、当該市町村内に事業所等が存在せず法人住民税の申告が行われていない法人や、償
却資産の申告が行われていない法人などに対する課税対象の捕捉のための調査の電子化に
関しては、調査対象法人以外の税務情報まで幅広く市町村が閲覧できる状態を防止する方策
など、税務上の秘密保持を含めた検討を重ねる必要があると認識している。

○当市では償却資産の年間申告件数約8,500件（法人約5,200件、個人約3,300件）のうち任意抽出にて法人約50件、個人約10件程を管轄の税務署に
て閲覧・複写しているが、税務署への作業依頼、スケジュール調整等が負担になっており、提案の改正が図られれば、業務に係る時間の短縮、業務の
効率化、適正課税につながっていくと考える。
○当市においても太陽光発電設備等について同様の支障事例がある。なお、国税連携システムでデータ連携し閲覧が可能となっている書類の中で
も、所得税については償却資産の推計課税に必要な収支内訳書等（減価償却費の計算部分）の書類が添付されていない場合が多々あるが、所轄税
務署に臨場すればその書類が添付されているケースがある。電子的な手段を用いて当該市町村を所轄する税務署以外の資料が閲覧可能となった場
合、添付書類等の改善が必要と思われる。
○当市においても、提案団体と同様の支障事例があり、実際に調査をすることができなかったこともあるため、提案内容に賛成する。
○当市においても地方税法第354条の２により調査を行っているが、所得税又は法人税に関する書類については電子媒体での提供を断られているた
め、税務署にて紙台帳を閲覧し、内容を手書きで写しているため、多大な時間を費やしている。電子的手段により税務署に行くことなく閲覧可能になれ
ば、調査に係る時間や費用の大幅な削減になり、加えて実地調査できる件数も増やせることから、より公平で適正な課税に繋げられると考える。
○当市では、市外在住者等の償却資産について、通知を送る等対応し課税処理をしている。一方、国税連携システム閲覧範囲外の利用が出来れば、
それを踏まえて新たな手法で償却資産の慫慂を促す効果が得られる。
○新規に事業所を設置した事業者等において、翌年の償却資産申告書の提出がない場合には未申告として申告の慫慂を随時行っているが、当該事
業者の所在地が遠隔地の場合、現状では関与税理士や資産状況の調査等は断念せざるを得ない。当市においてこのような事例は年間20件程度であ
るが、課税の公平性を担保し、適正な申告の必要性について納税義務者の理解と協力を得ること、将来的に悪質な未申告者等への推計課税の導入
について調査研究を行うためにも、本提案について同意するものである。
○提案団体が示す支障事例に加え、税務署で所得税又は法人税に関する書類（以下「国税資料」という。）の閲覧等を行うための日程調整等を要する
こと、国税資料の閲覧等が１税務署当たり１～２日程度の時間を要すること、遠方の税務署になると移動時間が往復で２時間程度要する場合があるこ
と等の理由から効率的な調査が行えていない。当市においても遠方であること等が理由で税務署での閲覧を行うことができない事例が年間300件程
度ある。法人においては地方に支店が所在していることが多いため本店所在地を所轄する税務署へ赴くことが現実的に不可能である場合が多々あ
る。そのため、国税資料の閲覧方法を見直すことで、公平・適正課税に繋がると考える。さらには、国税資料の閲覧が全て電子化されることで調査の効
率化に繋がる点からも必要であると考える。
○国税連携システムでデータ連携し閲覧が可能となっている書類以外については、月に１回程度、所管の税務署へ出向き閲覧しているが、移動に時
間を要し、また記録にも時間を要している。法人の本店所在地等の所轄税務署が遠方の場合は、郵送で閲覧を依頼しているところであるが、税務署に
よっては、回答不可の場合もある。
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措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答 令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

― システム刷新 令和８年度に予定する国税・
地方税の各システムの刷新後
に、実施予定。

実現に向けて、「デジタル社会実現の
ための重点計画」（令和４年６月７日閣
議決定）施策集に【Ｎｏ.９－10】国税地
方税連携の推進を記載。
地方団体が電子的手段により閲覧で
きる国税に関する情報の拡充に向け
て、地方団体の意向も踏まえつつ、関
係省庁とともに、具体的な実現方式及
びスケジュールを策定。

国税・地方税当局間において連携対
象となる情報の範囲を拡大するため、
必要となるシステム改修等に係る予算
要求を行う。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

５【財務省】
（３）地方税法（昭25法226）
償却資産に対する固定資産税の賦課徴収に係る所得税又は法人税に関
する書類の閲覧等（354条の２）の規定に基づく閲覧事務については、国及
び地方公共団体の間での当該事務の更なる効率化の観点から、地方公共
団体が電子的な手段により閲覧できる国税情報の拡充の実現に向け、令
和８年度に予定されている国税に関する基幹システムである国税総合管理
（KSK）システムの刷新及び地方税のオンライン手続のためのシステム
（eLTAX）の更改に合わせて、地方公共団体の意向も踏まえつつ、運用上
の課題等を整理しながら検討し、令和７年度中に結論を得る。その結果に
基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：デジタル庁及び総務省）

国と地方団体との申告書等の情報連携については、双方の事務を効率化する観点から、国・地方間での申告書
等データの連携を推進してきたところであり、今後も引き続き双方で取組を進めていくことが重要である。
求める措置の第二の提案の実現に当たっては、システム的には、令和８年度に予定されている国税の基幹シス
テムの刷新と地方税のeLTAXのシステム更改より前は対応が困難である。また、運用により対応できる措置につ
いては、新たな事務負担が生じる可能性があることから、課題等の整理が必要である。
令和８年度に予定されている国税の基幹システムの刷新と地方税のeLTAXのシステム更改では、国税・地方税
双方の閲覧事務の更なる効率化の実現に向け、地方団体の意向も踏まえつつ、検討してまいりたい。


	03財務省

